
ＤＢオンラインサービス スタートアップガイド（新規担当者用）２０２５年１２月改訂

当資料は確定給付企業年金オンラインサービス（以下、「オンラインサービス」といいます。）を新たに
利用するご担当者に向けて、オンラインサービスの概要や基本的なお手続きをまとめたものです。
オンラインサービスご利用の際にマニュアルと併せてご活用ください。
なお、当資料で使用している画面は説明用画面のため、実際の画面とは一部異なる場合があります。

【目次】 ※項目をクリックすると解説ページへ遷移します。
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１． オンラインサービスにログインする
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９． 帳票作成（加入者明細表等）
１０． 帳票出力（裁定予定者一覧表等）
１１． 加入者のお手続きの流れ（追加加入）
１２． 給付のお手続きの流れ（給付額計算）
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１３． 給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成） Ｐ．２２



▶ご契約全般に関するお問合せ先
●年金規約の内容・財政決算・年金資産残高などに関するお問合せ
（制度の変更、厚生局届出、等）

●契約者諸変更に関わるお問合せ
（団体名の変更、代表者の変更）

▶オンラインサービスのお手続きに関するお問合せ先

企業年金ビジネスサービス（ＣＰＢＳ）
●オンラインサービス一般照会
オンラインサービストップページ左下の「お問い合わせ」をクリックすることで、電話番号をご確認いただけます。
また、ご契約の生命保険会社の公式ホームページからもご確認いただくことが可能です。

●ユーザーＩＤ・クライアント証明書関連照会専用窓口 ０１２０ー９６ー１５７６
※お電話いただく際は、「証券番号」をご用意ください。アナウンスが流れますので案内に従って操作してください。
順番におつなぎいたします。「ユーザーＩＤ･クライアント証明書関連照会専用窓口」は、クライアント証明書の取得・
再発行、パスワード再発行、ＩＤ追加発行等のご照会専用の番号です。

（参考︓証券番号のご確認方法）
オンラインサービスのトップページ右上をご確認ください。
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ご契約の生命保険会社へ
お問合せください。



１．オンラインサービスにログインする
１ 確定給付企業年金オンラインサービスＵＲＬ➡https://nenkin.kinen-bs.comにアクセスします。

ご契約の生命保険会社の公式サイトからのアクセスも可能です。
以下の「利用推奨環境画面」が表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。

「ユーザーＩＤのお知らせ」に記載のユーザーＩＤ・パスワード
を入力し、「実行」をクリックします。

２

●ポイント●
ログインパスワードは３カ月ごとに変更が必要です。
（有効期限が近づくと変更を促すメッセージが表示されます。）
誤って変更前のパスワードを入力してしまうケースがあるため、
極力パスワード保存（オートフィル）はしないことをお勧めします。
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目次に戻る

クライアント証明書をインストールしたパソコンで指定のブラウザ
（Ｅｄｇｅ／Ｃｈｒｏｍｅ）を使いアクセスしてください。
以下の画面が表示される場合、証明書がインストールされていな
い可能性があります。

https://nenkin.kinen-bs.com


ポップアップブロックが有効であると、オンラインサービスへログインできません。
以下の手順で設定を確認のうえ、オンラインサービスの各サイトをアクセス
許可サイトとしてご登録ください。
なお、使用するブラウザによって設定手順が異なりますのでご注意ください。

２ー１「 設定の検索」に「ポップアップ」と入力し検索。
２ー２「ポップアップとリダイレクト」をクリック。

２．ポップアップブロック解除・ログイン不可時の確認
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１ 画面右上の１ー１「・・・」を
クリックし、１ー２「設定」を選択。

「ポップアップの送信とリダイレクトの使用を許可しました」の「サイトの追加」をクリックし、許可
するサイトにオンラインサービスのＵＲＬを追加。（https://nenkin.kinen-bs.com）

２

３

■Ｅｄｇｅでの解除手順

ポップアップブロック発生時
表示される画面

目次に戻る

１ー１

１ー２ ２ー２

２ー１

３

https://nenkin.kinen-bs.com


ポップアップブロックを解除してもログインできない場合は、以下を確認してください。
□ＵＲＬに間違いはありませんか︖ □推奨環境を使用していますか︖
□ユーザーごとのＩＤとパスワードでログインしましたか︖ □クライアント証明書インストール済のパソコンでログインしていますか︖
□パスワードに誤りはありませんか︖※パスワードロック（６回誤入力）・パスワード不明の場合は再発行のお手続きをお願いします。

いずれも当てはまらない場合は、Ｐ．２記載のユーザーＩＤ・クライアント証明書関連照会専用窓口にご連絡ください。

２ー１「 設定項目を検索」に「ポップアップ」と入力し検索。
２ー２「サイトの設定」をクリック。

２．ポップアップブロック解除・ログイン不可時の確認
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１ 画面右上の１ー１「 」を
クリックし、１ー２「設定」を選択。

３ー１「ポップアップとリダイレクト」をクリック。
３ー２「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」 の「追加」をクリックし、許可
するサイトにオンラインサービスのＵＲＬを追加。（https://nenkin.kinen-bs.com）

２

３

■Ｃｈｒｏｍｅでの解除手順

目次に戻る

１ー１

２ー１

２ー２

３ー１１ー２
３ー２

https://nenkin.kinen-bs.com


３．オンラインサービスのトップページの概要
※制度やユーザー権限により表示される画面が異なります。

お手続きのご案内やお役立ち
情報などを配信します。

掲示板

加入者台帳、加入者明細表、
受給権者台帳、受給権者明
細表等を作成できます。

帳票作成
加入者のお手続き（追加加入、給与更新、
資格喪失等）、給付のお手続き、受給権者
のお手続きの業務メニューを表示します。

各種業務機能
オンラインで配信された
帳票を一覧形式で閲覧、
印刷できます。

帳票取出一覧

お手続きの進捗状況を
一覧で確認できます。

手続案件一覧

「オンラインサービス操作マニュアル」
や「よくあるご質問」を掲載しています。

マニュアル

ワークフロー階層の変更等ができます。
各種設定

パスワード再発行やクライアント
証明書再発行、ユーザー情報変更
等のお手続きができます。

ユーザー情報

照会先電話番号や書類送付先を確認できます。
お問い合わせ
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目次に戻る



４．メール受信設定
通知メールの受信設定をすることで、オンラインサービスの掲示板にお知らせや帳票が掲載された際にメールが送信されます。
重要なお知らせの見逃し防止に役立ちます。

トップページ左下の
「メール受信設定」をクリック。

２ー１お知らせを受信するメールアドレスを入力し、２ー２「配信対象項目」を選択。
※「重要なお知らせ」と「未読掲示板のお知らせ」は配信対象から外せません。
配信対象項目にチェック後、２ー３「更新」をクリック。

２ー１

２ー２

２ー３
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メールアドレスはいつでも変更可能です。
変更結果は翌日配信分から反映します。
また、配信を停止する場合はメールアドレスをクリアし、
「更新」をクリックしてください。

２１

目次に戻る

通知メールの受信設定をすることで、オンラインサービスの掲示板にお知らせや帳票が掲載された際にメールが送信されます。
重要なお知らせの見逃し防止に役立ちます。



５．パスワード再発行
パスワードがロックされた場合、パスワードが不明な場合は「パスワード再発行」のお手続きをします。
ログイン可能な「管理者ユーザー」が存在する場合、オンラインサービス上で全ユーザーのパスワード再発行のお手続きが
可能です。決裁を実行した翌営業日に、指定のメールアドレスに仮パスワードを送信します。
ログイン可能な「管理者ユーザー」が存在しない場合は紙でのお手続きになりますのでＣＰＢＳへお問合せください。

ユーザー情報検索画面から「検索」をクリック。（検索条件は入力不要）

検索結果から再発行対象ユーザーのパスワード 「再発行」をクリック。

２

３
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１ー１「ユーザー情報」
１ー２「照会・変更・
再発行」を順にクリック。

１

１ー１

１ー２

目次に戻る



５．パスワード再発行

決裁の翌営業日に通知先メールアドレスへ仮パスワードが
送信されます。

４ー１「再発行パスワードを「メール」で受取る」にチェック
を入れ、４ー２「パスワード通知先メールアドレス」を入力。
４ー３「決裁依頼」をクリック。続いて管理者ユーザーにて
「決裁」をクリック。

４ ５
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目次に戻る

４ー１

４ー２

４ー３

2300108
基金
K10000000B
B 太郎
2次処理者
担当者
メール
mailaaa@address.co.jp

mailto:mailaaa@address.co.jp


６．クライアント証明書再発行

パソコンを買い替えた際や、証明書が正常に取得できなかった際はクライアント証明書の再発行が必要です。
ログイン可能な「管理者ユーザー」が存在する場合、オンラインサービス上で全ユーザーのクライアント証明書再発行が可能
です。決裁を実行した翌営業日までにメールが届きますので、オンラインサービスを使用するパソコンにインストールしてください。

ユーザー情報検索画面から「検索」をクリック。（検索条件は入力不要）

検索結果から再発行対象ユーザーのクライアント証明書「再発行」をクリック。

２

３
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１ー１「ユーザー情報」
１ー２「照会・変更・
再発行」を順にクリック。

１

１ー１

１ー２

目次に戻る



６．クライアント証明書再発行

４ー１「証明書取得に関す
るご案内通知先メールアド
レス」を入力する。

４ー２「決裁依頼」をクリック。
続いて管理者ユーザーにて
「決裁」をクリック。

ポップアップ画面が開き、
「クライアント証明書申請
受付リスト」が表示されます。

翌営業日までにメールが届き
ますので、メールの内容に
従って、クライアント証明書を
インストールしてください。

４

５
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目次に戻る

４ー２

４ー１



７．ＩＤ追加発行
新たな担当者の追加や、担当者の変更があった場合に使用します。
ログイン可能な「管理者ユーザー」が存在する場合、オンラインサービス上でＩＤ追加発行のお手続きが可能です。

以下のＡ～Fを入力した後、「決裁依頼」をクリックし、続いて管理者ユーザーにて「決裁」をクリック。
決裁を実行した翌営業日までにメールが届きます。

２

項目名 項目の詳細／入力時の注意点
Ａ 管理番号 同一事業主内で重複しない番号を入力。（１０桁まで）
Ｂ 氏名 全角で入力。
Ｃ 業務権限 手続きを進めるための役割を表す権限。
Ｄ 共通権限 ユーザー情報の管理を行う権限。
Ｅ メールアドレス 内容確認のため同一のメールアドレスを２回入力。
F 受取方法 「ユーザーIDのお知らせ」の受取方法を選択。 12

１ー１「ユーザー情報」
１ー２「ＩＤ発行申請」
を順にクリック。

１

１ー１

１ー２

目次に戻る

C

E

F

D

A
B



【パターン２】ＣＰＢＳにてお手続きが必要な場合（給付のお手続き等）

【パターン１】事業主等でお手続きが完結する場合（加入者のお手続き）

●ポイント●
一次処理者・決裁者の２名で手続きする場合は、
「各種設定」からワークフロー階層を２階層に変更します。
共通権限「管理者」「担当者」であれば変更できます。

８．お手続きの概要

お手続き完了
後、トップペー
ジ左上の「手
続案件一覧」
をクリック。

該当の案件がグレーアウトしていることを確認。（決裁欄に◎が表示）
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案件がＣＰＢＳに遷移していることを確認。（ＣＰＢＳ欄に○が表示）
内容に応じて、ＣＰＢＳより完了連絡または案件の返却連絡をします。

●お手続きの完了確認方法

事業主等

ＣＰＢＳ
一次
処理者

二次
処理者 決裁者

お
手
続
き
完
了

お
手
続
き
完
了

●お手続きの流れ（３階層ワークフロー）の場合

工程終了

工程終了

パターン１

パターン２

伝送・解決依頼

目次に戻る

加入者、給付、受給者のお手続きはオンラインで処理可能です。内容・制度により事業主等でお手続きが完結するパ
ターンとＣＰＢＳでお手続きが必要なパターンに分かれます。なお、パターンごとに完了確認の方法が異なります。



９．帳票作成（加入者明細表等）

サブメニューから作成
する帳票をクリック。
（ここでは加入者明細
表作成を選択。）

３ー１作成基準年月
日を入力、出力順、
作成形式を選択。

３ー２「実行」をクリック。

「帳票作成」をクリック。

１

３

３ー１

３ー２

２
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目次に戻る

作成形式を「ＰＤＦ･ＣＳＶ
データ（帳票取出）」とすると、
約１0分後に「帳票取出一覧」へ
掲載されます。

お客様にて各種名簿等の帳票作成が可能です。
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１０．帳票出力（裁定予定者一覧表等）
お客様が作成した各種名簿やＣＰＢＳより提供する帳票は「帳票取出一覧」から出力可能です。

「帳票取出一覧」画面
から出力したい帳票の
「操作選択」から任意の
形式をクリック。
選択した形式で帳票が
出力されます。

（帳票によって選択
できる出力形式は異な
ります。）

「帳票取出一覧」を
クリック。

２

１

目次に戻る

ＣＳＶＰＤＦ

出力したい帳票が見つからない
場合は、「絞込検索」から検索。



１０．帳票出力（裁定予定者一覧表等）
裁定予定者一覧表等の定期提供帳票は掲載時期が到来次第、掲示板（お手続きのお知らせ）へ掲載します。
これらの帳票は掲示板からも出力可能です。

「お手続きのお知らせ」
から帳票掲載連絡
をクリック。

「掲示板【詳細】」画面
から「帳票取出一覧へ」
をクリック。

対象の帳票が絞込まれ
た状態で帳票取出一
覧が表示されます。

「操作選択」から任意の
形式をクリック。

１

２

３
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目次に戻る



１１．加入者のお手続きの流れ（追加加入）

「加入者のお手続き」を
クリックし、サブメニューの
「追加加入」をクリック。

２ー１「始めから入力
する」を選択し、規約を
確認のうえ、資格取得
年月日を入力。

※資格取得年月日に
は確定給付企業年
金への加入日をご入
力ください。

２ー２「次へ」をクリック。

●ポイント●
追加加入の時期が
随時以外
（年１回等）の
場合は、追加加入
者がいなくても、
追加加入有無
「無」でお手続きが
必要です。

１

２
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２ー１

２ー２

日付はカレンダーのアイコンから
選択することも可能です。

目次に戻る

「追加加入」のお手続きについて説明します。お手続きの方法はエクセルアップロードと直接入力の２種類がありますが、
ここでは直接入力の方法を説明します。直接入力の場合、エラー等の発生がなければ即日反映が可能です。



３ー１へ追加加入のお手続き対象者の情報を入力してください。なお、基本的に以下の６項目は入力必須です。
・グループ区分（年金制度番号） ・加入者番号 ※自動付与の場合は不要
・加入者氏名（カタカナ） ・性別 ・生年月日 ・入社年月日
※上記以外の入力必須項目は制度内容により異なります。
入力完了後、３ー２「チェック」をクリック。

１１．加入者のお手続きの流れ（追加加入）

●ポイント●
制度内容に応じて「基準給与」「基準給与２」の欄へ入力する内容が異なります。
（制度ごとの詳細は「留意事項」を必ず確認してください。）
・給与比例制度 ➡「追加加入時点の基準給与」
・ポイント制 ➡「ポイント×単価」の額

３

３ー２

３ー１
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目次に戻る

留意事項が黄色になっている場合は
必ず確認してください。



１１．加入者のお手続きの流れ（追加加入）

４ー１「処理結果」が「ＯＫ（チェック）」であることを確認。
４ー２「処理結果のお知らせ」欄に解決を要するＥＣＷが
無ければ、４ー３「工程終了」をクリック。

●ポイント●
ＥＣＷとは
処理結果のお知らせに表示されるエラーメッセージです。
Ｅ …必ず修正が必要。
Ｃ、Ｗ…内容を確認いただき問題が無ければ手続き続行可能。

ＥＣＷが出力している場合は「解説」ボタンを押して、解決方法を確認してください。
処理結果が「ＮＧ（チェック）」の場合「工程終了」はできません。
対象者全てが「ＯＫ（チェック）」であることを確認し、次の工程に進んでください。

４ 決裁者にて内容を確認のうえ５ー１「実行」をクリック。
５ー２「処理結果」が「ＯＫ（実行）」であることを確認。
５ー３「工程終了」をクリックして、お手続きは終了です。

５

４ー１

４ー３

５ー１

５ー２

５ー３
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４ー２

目次に戻る



１２．給付のお手続きの流れ（給付額計算）

「始めから計算する」を選択し、受給権
者番号、加入者資格喪失年月日、加
入者資格喪失事由を入力し、「次へ」を
クリック。

３ー１勤続年数に算入しない休職期間がある場合は、休職期間を入力。
３ー２「基準給与」を入力し、３ー３「次へ」をクリック。
（制度により入力が必要な項目は異なります。）

「給付のお手続き」をクリック。
サブメニューから「給付額計算」をクリック。

１

キャッシュバランス制度の場合は、
右図のように「計算」ボタンが表示
されます。こちらをクリックすることで
基準給与の計算が可能です。

３

３ー１

３ー２

３ー３

20

２

目次に戻る

退職者が発生した際は、はじめに「給付額計算」を行います。
その後、計算結果をもとに「裁定請求書」を作成し、これを受給権者へ送付します。



計算内容から給付額を計算をするプランを選択し、「実行」をクリック。
（複数のプランが選択できる場合は複数のチェックボックスが表示されます。）

１２．給付のお手続きの流れ（給付額計算）

給付額計算結果一覧から該当の案件を選択し 「回答票」「請求書」をクリックすると、それぞれの帳票
がＰＤＦで表示されます。この内、「裁定請求書」は受給権者へ送付します。受給権者から必要事
項が記入された請求書を受付後、裁定決議書作成の手続きに進みます。

●ポイント●
よくあるＥＣＷ
Ｗ１６０１１
Ｗ１６０１４
（基準給与が機械
計算値の
０．９５倍以下、
１．２５倍以上）

給付額計算用最終基準
給与額が正しいか、改め
てご確認のうえ、正しけれ
ば、そのままお手続きを進
めてください。
ポイント制の場合は
「退職時の累計ポイント
×単価」を基準給与額に
入力してください。

●ポイント●
給付額計算でエラーが
発生した場合は、
「処理結果のお知らせ」
の「解説」ボタンをクリック
し、内容を確認のうえ
お手続きを進めてください。
解決に日数を要する場
合があります。

４

５

21

こちらを受給権者へ
送付してください。

目次に戻る



１３．給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成）

決議書の作成は、給付額
計算結果一覧から始めます。

該当の案件の決議書
「作成」ボタンをクリック。
作成する決議書を選択して
「次へ」をクリック。

受給権者から受領した「裁
定請求書」の内容にもとづき、
「裁定決議書作成」画面へ
基本項目を入力してください。

「事業主書類受付年月日」
欄が存在する場合、当項目
は入力必須です。

１

２

「作成」ボタンを押した後、
以下の画面から作成する
決議書を選択します。

22

留意事項が黄色になっている
場合は必ず確認してください。

目次に戻る

事業主書類受付年月日が
入力不要な制度の場合、
当項目は表示されません。

受給権者から裁定請求書が返送されましたら「裁定決議書」の作成および、給付金支払指図を実行し、案件をＣＰＢ
Ｓへ伝送（工程終了）します。その後、ＣＰＢＳによる内容確認と後続のお手続きが完了しましたら、掲示板にて通知
します。当資料では給与比例制度かつ、通報書を使用する場合を例に説明します。

●ポイント●
通報書とは
「退職所得の受給に
関する申告書」および、
「退職所得の源泉徴収
票」の情報をオンライン
サービス上で作成・
送信できる機能です。



１３．給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成）

３ー１受取人、
送金先を入力。
住所・金融機関名は
入力ボタンを押して
ご入力ください。
（今回は確定給付企
業年金からの支払が
第二順位支払の場合
の入力方法を説明し
ます。）

３ー２「退職所得の
受給に関する申告書」、
３ー３「退職所得の
源泉徴収票を提出」
にチェックを入れ、源泉
徴収票の枚数を入力。

（３ー４にはチェックを
しないでください。）

確定給付企業年金からの
支払が、第一順位支払の
場合は、
３ー２「退職所得の受給
に関する申告書」と
３ー４「第一順位支払に
該当」にチェックを入れます。
（３ー３は入力不要で
す。）

３
３ー１

３ー２
３ー３

３ー４
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●ポイント●
支払順位とは
同一課税年となる他の退職
手当等がある場合、支払順
位を決めていただく必要がご
ざいます。当マニュアルでは
確定給付企業年金からの
支払が「第二順位支払」の
ケースについてご説明いたし
ます。



１３．給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成）

「通報書入力」をクリック。
下のようなポップアップが
表示されるので、「ＯＫ」
をクリック。

源泉徴収票の入力画面
が表示されるので、
第一順位支払についての
源泉徴収票の内容を入
力。
入力が完了後、「次へ」を
クリック。

４

５
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●ポイント●
金額を入力する際には、
○○万円と入力するの
ではなく、○○○○円と
ご入力ください。
（例）
支払金額
×１０万円
○１０００００円

目次に戻る



１３．給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成）

申告書入力画面が表示
されるので、必要項目を
入力。

内容を確認し、「実行」
をクリック。

裁定決議書作成画面に
戻ります。

６

裁定決議書の入力完了
後、画面右下の「チェッ
ク」をクリック。
処理結果を確認し、必要
に応じＥＣＷを解決後、
「工程終了」をクリック。

７

25

●ポイント●
・申告書Ａ欄の「退職
の区分等」の「一般・
障害」、「生活扶助」の
有無は必ず入力して
ください。

・申告書Ｂ欄を入力す
る場合、Ｅ欄は入力不
要です。Ｅ欄はＣ欄該
当時のみ入力してくださ
い。

目次に戻る



１３．給付のお手続きの流れ（裁定決議書作成）

決裁者にて、画面右下の「指図実行」をクリックします。最後に「工程終了」をクリックすると案件がＣＰＢＳに伝送されます。

「裁定決議書一覧」の該当の案件がＣＰＢＳに遷移していれば正しく伝送されています。（ＣＰＢＳ欄に○が表示）
不備等がある場合はＣＰＢＳより連絡いたします。完了しましたら掲示板で案内しますので、案内があるまでしばらくお待ちください。

ＥＣＷ 内容 解決方法

裁
定
決
議
書

Ｗ４２４０Ｌ

当加入者に対して、資格喪失手続きを行わずに裁定決
議書が作成されました。企業年金プラットフォームに登録
する加入者情報から除く必要がありますので、給付手続
きとは別に速やかに資格喪失手続きを行ってください。
また、掛金計算日までに資格喪失手続きを行った場合
は、次回掛金計算へも反映されます。

速やかに資格喪失手続きを行ってください。企業年金プ
ラットフォームに登録する加入者情報から除く必要があり
ます。また、掛金計算日までに資格喪失手続きを行った
場合は、次回掛金計算へも反映されます。

Ｅ４３６２Ｌ 事業主書類受付日（または一時金支払予定日）が
入力されていません。

事業主書類受付日（または一時金支払予定日）を
入力してください。

９
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8
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●ポイント●よくあるＥＣＷ



企業年金ビジネスサービス株式会社 （略称︓ＣＰＢＳ）
ユーザーＩＤ･クライアント証明書関連照会専用窓口

０１２０－９６－１５７６（通話料無料）

受付時間 月～金曜日 ９︓００～１７︓００（祝日、１２／３１～１／３を除く）
※お電話をおかけになる際は、ご契約の証券番号がわかるものをご用意ください。


